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学習日▶　　  /1 大日本帝国憲法と帝国議会

1 憲法制定

⑴　憲法の準備

　　 政府は　　　　　　　　　　をヨーロッパへ派遣し，憲法の調

査をした。

　　 →帰国後，君主権の強い　　　　　　　　　　の憲法をもとに

憲法草案を作成した。

　　1885年に　　　　　　　　　　制度がつくられ，

　　　　　　　　　　　　が初代内閣総理大臣となった。

⑵　大日本帝
てい

国
こく

憲
けん

法
ぽう

枢
すう

密
みつ

院
いん

（天皇の求めによって重

要な問題を審議する機関）の審議を経て，1889年２

月11日，　　　　　　　　天皇が国民に与えるとい

う形で　　　　　　　　　　　 が発布された。

　　 　　　　　　　　　　が国を統治し，軍隊の統帥権

などの権限をもち，議会・内閣・裁判所は天皇を助

けるものとして位置づけられた。内閣の大臣は，議

会ではなく天皇に対して責任を負うとされた。

　　 　また，国民の権利は言論，出版，集会，結社，信仰の自由などの権利が「　　　　　　　　　　の権利」

として，　　　　　　　　　　の範囲内で認められた。

⑶　　　　　　　　　　　の発布　教育の基本理念として，　　　　　　　　　　（君主に忠節を尽くし，国

を大事に思うこと）を説いた。学校教育を通じて国民に広まった。

2 帝国議会

⑴　帝国議会　憲法にもとづいて1890年に第１回　　　　　　　　　　が開かれた。

　　 　　　　　　　　　　（国民の選挙によって議員を選ぶ）と　　　　　　　　　　（皇族・華族の代表と天皇

の任命などで議員を選ぶ）の　　　　　　　　　　制。

　　　予算や法律の成立には議会の同意を必要とした。

⑵　選挙権　衆議院議員の選挙権は直接国税（国へ直接納める地
ち

租
そ

・所得税）を

　　 　　　　　　　　　円以上納める満　　　　　　　　歳以上の　　　　　　　　　　に与えられた（制限選

挙）。有権者の多くは都市部の人々や地主などで，総人口の約　　　　　　　　　　％にすぎなかった。
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大日本帝国憲法（部分）
第１条　大日本帝国ハ万

ばん

世
せい

一
いっ

系
けい

ノ天皇之
これ

ヲ統治ス
第３条　天皇ハ神

しん

聖
せい

ニシテ侵
おか

スヘカラス
第４条 　天皇ハ国ノ元

げん

首
しゅ

ニシテ統治権ヲ総
そう

攬
らん

シ此
こ

ノ憲法ノ条規ニ
依
よ

リ之ヲ行フ
第５条　天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以

もっ

テ立法権ヲ行フ
第８条 　天皇ハ公共ノ安全ヲ保持シ又

また

ハ其
そ

ノ災
さい

厄
やく

ヲ避
さ

クル為
ため

緊急ノ
必要ニ由

よ

リ帝国議会閉会ノ場合ニ於
おい

テ法律ニ代
かわ

ルヘキ勅
ちょく

令
れい

ヲ
発ス

第11条　天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第13条　天皇ハ戦ヲ宣

せん

シ和ヲ講シ及
および

諸般ノ条約ヲ締
てい

結
けつ

ス

●最初の内閣（1885年）

総理大臣　伊
い

藤
とう

博
ひろ

文
ぶみ

（長
ちょう

州
しゅう

出身）

国務大臣　長州出身４名，薩
さつ

摩
ま

出身４名

　　　　　土
と

佐
さ

出身１名，幕府出身１名

※薩
さっ

長
ちょう

出身者が政治の中心となっていた。SAM
PLE
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⑶　議会政治　1890年に，第１回帝国議会に先立って第１回衆議院議員　　　　　　　　　　　が行われ，自

由民権派の流れをくむ政党（民党）が多数を占め，政府と対立した。

⑷　立憲制国家　憲法に基づいた議会政治が始まったことで，日本はアジアで最初の　　　　　　　　　　国

家となった。

⑸　法の整備　憲法成立後，民法（1896年）や商法（1899年）を制定し，法制を整備した。

　　 　　　　　　　　　　は戸主の権限が強い家制度を定め，両性は平等ではなく　　　　　　　　　　の地位

が低かった。

◆年表で流れをおさえよう。
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年代 できごと 憲法制定に関する動き

1881

1882

1885

1888

1889

1890

　　　　　　　　が憲法私案「東洋大日本

国国
こっ

憲
けん

按
あん

」を発表する。

国会開設の勅
ちょく

諭
ゆ

が出される。

自
じ

由
ゆう

党
とう

が結成される。

伊藤博文らが各国の憲法などを調査するた

め，　　　　　　　　に派遣される。

立
りっけん

憲改
かいしん

進党が結成される。

内閣制度ができ，　　　　　　　　が初代

内閣総理大臣となる。

枢密院が置かれる。

大日本帝国憲法が発布される。

教
きょう

育
いく

勅
ちょく

語
ご

が発布される。

第１回　　　　　　　　が開かれる。

自由民
みん

権
けん

運動

　　国会開設・憲法制定を求める

○政府が国会開設を約束する

　　国会開設にそなえて政党が結成される

　　伊藤博文が中心となって憲法の準備をする

○内閣制度　初代内閣総理大臣＝伊藤博文

大日本帝国憲法の発布

○第１回帝国議会

1

2

3

4

天皇の権限が強い
政治のしくみがつ
くられた
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図表のまとめ

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

1  憲法制定
　憲法制定までの流れ

　大日本帝国憲法（部分）

2  帝国議会
　帝国議会 帝国議会と政治のしくみ

年代 できごと

1881

1882

1885
1888
1889
1890

植
うえ
木
き
枝
え
盛
もり
が憲法私案「東洋大日本国国憲按」を発表する。

国会開設の勅諭が出される。
板
いた

垣
がき

退
たい

助
すけ

らによって自由党が結成される。
伊藤博文らが各国の憲法などを調査するために，
（　①　）に派遣される。
大
おお

隈
くま

重
しげ

信
のぶ

らによって立憲改進党が結成される。
内閣制度ができ，（　②　）が初代内閣総理大臣となる。
枢密院が置かれる。
天皇が国民に与えるという形で（　③　）が発布される。
教育の基本理念として（　④　）が発布される。
第１回帝国議会が開かれる。

第１条　大日本帝国ハ万世一系ノ（　⑤　）之ヲ統治ス
第３条　（　⑤　）ハ神聖ニシテ侵スヘカラス
第４条 　（　⑤　）ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規

ニ依リ之ヲ行フ
第５条 　天皇ハ帝国議会ノ協賛ヲ以テ（　⑥　）権ヲ行フ
第11条 　（　⑦　）ハ陸海軍ヲ統帥ス
第29条 　日本臣民ハ（　⑧　）ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結

社ノ自由ヲ有ス

二
院
制

（　①　） 皇族・華族の代表
と天皇の任命など
で議員を選ぶ

（　②　） 国民の選挙＊に
よって議員を選ぶ

　＊ 当初選挙権を与えられたのは，直接国
税を（　③　）円以上納める満（　④　）
歳以上の（　⑤　）。

　　 有権者は人口の約（　⑥　）％にすぎな
かった。

天皇

（　⑦　）

陸海軍 （　⑧　）
（

　②

　）

臣民（国民）

裁判所 帝国議会

天皇が直
接に指揮

選挙

天皇の行
政を補佐
する

徴兵

（

　①

　）
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一 問 一 答

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

⑻

⑼

⑽

⑾

⑿

⑴

⑵

⑶

⑷

⑸

⑹

⑺

1　憲法制定
□⑴　1881 年に国会開設の勅諭が出されたことを受けて，その直後に板垣退助ら

によって結成された政党は何か。

□⑵　憲法制定に向けてしくみを整えるため，太
だ

政
じょう

官
かん

制にかわって 1885 年に設け

られた行政制度は何か。

□⑶　ヨーロッパに派遣されて各国の憲法を学び，帰国後に憲法草案を中心となっ

て作成し，初代内閣総理大臣になったのはだれか。

□⑷　最初の内閣で政治の中心となったのは，⑶と同じ長州の出身者と，どこの出

身者か。

□⑸　国政において，天皇の求めによって重要な問題を審議し，憲法草案の審議も

行った機関は何か。

□⑹　1889 年に，日本で最初の近代憲法が発布された。この憲法を何というか。

□⑺　⑹の憲法は，ヨーロッパのある国の憲法にならってつくられた。その国はど

こか。

□⑻　⑹の憲法は，国民を代表して内閣総理大臣の（　　）に授けられる形で発布

された。（　　）にあてはまる人物はだれか。

□⑼　⑹の憲法において，国を統治し，陸海軍の統帥権をもっているのはだれとさ

れているか。

□⑽　⑹の憲法において，内閣の大臣は何に対して責任を負うとされたか。

□⑾　⑹の憲法において，国民の権利は「（　　）」として法律の範囲内で認められ

た。（　　）にあてはまる語句は何か。

□⑿　1890 年に出された，忠君愛国を教育の基本理念として示したものは何か。

2　帝国議会
□⑴　帝国議会には２つの議院が置かれた。そのうち，皇族や華族，天皇が任命し

た議員によって構成された議院を何というか。

□⑵　帝国議会に置かれた２つの議院のうち，国民による選挙で選出された議員に

よって構成された議院を何というか。

□⑶　⑵の議院の選挙権は，当初，直接国税を 15 円以上納める満何歳以上の男子

に与えられたか。

□⑷　選挙権が一定の年齢以上のすべての人に与えられない選挙のことを何という

か。

□⑸　1890 年に行われた第１回衆議院議員選挙では，自由民権派の流れをくむ政

党が多数を占めた。このような政党を何というか。

□⑹　憲法に基づいて政治を行う国家を何というか。

□⑺　憲法成立後の 1896 年に（　　）が整備され，家制度などを定めたが，この

法律では女性の地位が低かった。（　　）にあてはまる法律は何か。
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